
個別報道資料作成項目

Ⅶ 地域主権を確立し、真の自治都市を実現します

税務部組織統合・再編事業 税務部 230

情報セキュリティの強靭化 行政部 232

電子公報の発行 行政部 234

区役所総合窓口設置事業 市民生活部、堺区役所 235

さかいＮＰＯ協働大賞の創設 市民生活部 237

防犯灯電気料金支援事業 市民生活部、区役所 239

自治会次世代担い手創生支援事業 市民生活部、区役所 241

堺区地域交流スポーツ教室事業 堺区役所 243

区域まちづくり事業 市民生活部、区役所 245

区教育・健全育成会議等運営事業 区役所 253

区民評議会事業 区役所 256



 

 

 

堺市報道提供資料 

平成２９年２月２０日提供 

問い合わせ先 

担当課 財政局 税務部 税政課 

直 通 ０７２－２２８－６９９４ 

内 線 ２６９０、２６１０ 

ＦＡＸ ０７２－２２８－７６１８ 

 

「税務部組織統合・再編事業」について 
 

堺市では、安定した税務行政水準の維持・向上を図るため、区役所にある市税事務所等を

統合・再編し、事務の効率化と組織の強化を推進します。一方で、現行の窓口サービスの低

下を抑制する方策を講じるため、下記の通り税務部組織統合・再編事業を実施します。 
 

記 
 

  １．事業名 

税務部組織統合・再編事業 

 

  ２．事業概要 

    ・課税・納税の実務部門を担う各区役所内の市税事務所、固定資産税事務所の組織

を（仮称）三国ヶ丘駅前庁舎の１ヶ所に統合するとともに、税務部組織を再編し

ます。 

    ・市税事務所統合後も窓口サービス維持のため、各区役所内に受付業務に特化した

市税の窓口を新たに設置し、市民ニーズの高い窓口業務を引き続き行います。 

 

３．税務部の組織統合・再編時期（予定） 

    ・平成３０年１月を予定。 

     ※市税事務所の組織統合・再編時期については、今後の市議会の議決を経て決定

されます。 

 

４．平成２９年度当初予算額     ６４，２２１千円 

新規    （６４，２２１千円） 
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１．税務部組織統合・再編の目的  ２．組織統合・再編の検討内容 

 

【業務の集約・効率化】  

                  
○ 団塊の世代の退職による知識・技術の低下、職員の経験年数の低下 

人材育成が困難 → チェック体制の脆弱化 → 業務効率の低下 

 

○ 業務の分散化 

 市税事務所が 7区に分散していることにより、内部事務に関しては効率的とはいえない業務運営となって 

いる。繁忙期にはその傾向がより顕著になる。 

 

税務部組織の統合・再編について、以下の内容を検討している。 

① 【本庁組織の整理・スリム化】    

現在、本庁課において担っている窓口業務を統合後の市税事務所へ移管・整理し本庁のスリム化を図る。 

・法人市民税業務、市民税特別徴収業務、固定資産税償却資産業務など 

② 【税務窓口体制の再整備】    

各区役所内の市税事務所から内部事務を 1ヶ所に統合し、各区に受付業務に特化した新しい税務窓口を設置し、 

納税者の利便性を維持させる（統合後の市税事務所においても、各税の担当窓口を設置する方向で検討中。）。 

なお、本庁（堺区）に税務窓口担当を設置し、各区の税務窓口体制の指揮・管理を行う。 

③ 【部内事務の調整部署】    

本庁においては、業務に関係する庁内他業務と統合後の市税事務所との連絡調整を行うための部署を設置する。 

 

 

 

 

 

 

【税務行政の維持・向上】 

課税捕捉のための調査の充実、公平公正な課税の促進、市税収入の確保 など 

 

【組織の強化】 

現在、7区の区域を所管する市税事務所及び固定資産税事務所において各々行っている税業務に係る 

内部事務を 1ヶ所に統合することにより、業務の効率化、職員相互の知識、情報の共有化・人材育成等 

による税務行政の向上等を図る。 

 

 

 

業務の効率化により 

 

市税事務所 

 

・堺市税事務所 

・中市税事務所 

・東市税事務所 

・西市税事務所 

・南市税事務所 

・北市税事務所 

・美原市税事務所 

固定資産税事務所 

本庁組織 

・税政課 

・市民税管理課 

・資産税管理課 

・収税課 

各区役所 

税務窓口を設置 

本庁組織 

・税制を担当する部署 

・連絡調整を担当する部署 

・税務窓口の指揮・管理を 

担当する部署 

統合後の市税事務所 

 

・法人市民税を担当する部署 

・個人市民税を担当する部署 

・固定資産税を担当する部署 

        など 

市
税
事
務
所
が
７
区
に
分
散
し
て
お
り
、
内
部
事
務
に
関
し
て
は
効
率
的
と
は
い
え
な
い 

業
務
運
営
と
な
っ
て
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る
。
繁
忙
期
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傾
向
が
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顕
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に
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。 

住
民
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務
は
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と
し
て
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務
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口
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マ
ン
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す
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内
部
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す
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こ
と
な
ど
に
よ
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、
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務
を
分
業
化
し

効
率
化
を
図
る
。 

税務部組織統合・再編事業について 

【【統合・再編後の 

  新たな役割】 

＜平成 30年 1月に 

 統合・再編を予定＞ 

 

【現行組織】  
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堺市報道提供資料 

平成２９年２月２０日提供 

問い合わせ先 

担当課 総務局 行政部 情報化推進課 

直 通 ０７２－２２８－７２６４ 

内 線 ５１５０ 

ＦＡＸ ０７２－２２８－７８４８ 

 

 

「情報セキュリティの強靭化」について 

 

 

個人情報の適正な管理を徹底するため、情報システムのセキュリティ対策や職員の意識の

向上に向けた継続的な取組により、さらなる情報セキュリティの強靭化を推進するため、下

記の対策を実施します。 

 

232



 

 
 

 

記 

 

 

 

  １．事業名 

情報セキュリティの強靭化 

 

  ２．事業概要 

   （１）情報セキュリティ外部監査の実施 

      情報システムの適正かつ効率的な運用を図るため、特定個人情報等を取り扱う情

報システム等を対象に、基準に則った運用と適切な情報セキュリティ対策の実施状

況について、独立的な立場と専門的な知識を有する第三者による監査を実施します。 

   （２）情報セキュリティ研修の実施 

      職員の情報セキュリティに関するリテラシー（知識や利用能力）やセンシビリテ

ィ（感受性・感度）を向上させるため、最新のセキュリティ事情や事例、教育ノウ

ハウ等を有する外部講師による研修を実施します。 

   （３）情報セキュリティアドバイザーの活用 

      「情報セキュリティアドバイザー（弁護士、大学教授等）」から専門的知見に基づ

く意見を聴取し、本市が実施する個人情報保護対策及び情報セキュリティ対策のさ

らなる改善に取り組みます。 

   （４）ＣＳＩＲＴ訓練研修の参加 

      ＣＳＩＲＴ訓練研修に参加し、ノウハウを習得することで、ウィルス感染や不正

アクセス等のセキュリティを脅かす事象に対応するＣＳＩＲＴ（Computer  

Security Incident Response Team）の対応力のさらなる強化に取り組みます。 

 

  ３．平成２９年度当初予算額     １３，３９５千円 
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堺市報道提供資料 

平成２９年２月２０日提供 

問い合わせ先 

担当課 総務局 行政部 法制文書課 

直 通 ０７２－２２８－７３８９ 

内 線 ５１４０ 

ＦＡＸ ０７２－２２２－０５３６ 

 

「電子公報の発行」について 

～より即時的に、より分かりやすく、より確実に～ 

 

 本市の条例、規則、告示、公告等の制定改廃に関する情報について、「より即時的に、よ

り分かりやすく、より確実に」情報発信することで、市民サービスの向上を図るため、市ホ

ームページ上において電子公報を発行します。 

 

記 

 

 １．事業名 

   電子公報の発行 

 

 ２．事業概要 

   条例、規則等の公布について、市本庁舎前掲示場への掲示による方法から、原則として

公報への登載による方法に変更することとし、市ホームページ上において電子公報を発行

します（平成２９年秋頃を目途に、原則として週１回発行開始予定）。 

 

 ３．平成２９年度当初予算額           ３，２９９千円 

            新規          （３，２９９千円） 

 

234



 

 

 

堺市報道提供資料 

平成２９年２月２０日提供 

問い合わせ先 

担当課 堺区役所 企画総務課 

直 通 072-228-7403 

内 線  2710 

ＦＡＸ  072-228-7844 

担当課 市民人権局 市民生活部 市民人権総務課 

直 通 072-228-7579 

内 線 3910 

ＦＡＸ 072-228-0371 

 

 

「区役所総合窓口設置事業」について 

～「待たず、悩まず、移動せず」快適な市民サービスの提供～ 

 

区役所の「地域の総合行政サービス拠点」としての機能を強化し、さらなる市民サービス・

利便性の向上を図ります。 

 

記 

 

１．事業名 

    区役所総合窓口設置事業 

 

２．事業概要 

区役所におけるさらなる市民サービス・利便性の向上のため、堺区をモデル区とし

て、来庁者が複数窓口に赴くことなく手続きを完結することができる総合窓口の設置

に向けた調査を実施します。 

 

３．平成２９年度当初予算額           ３，０００千円   

             新規          （３，０００千円） 
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   区役所総合窓口設置事業 平成２９年度予算額 
３，０００千円 

区役所に行くまでは混雑状況がわか
らないうえ、手続き中もその場で待
つ必要がある。 

１２３ ４５６ 

・・・ ・・・ 

「見える化」の実施により、混雑状況や
手続きの進捗状況の確認が可能となり、
待ち時間等を有効に活用できる。 

5人 
待ち 

転入・転出に係る手続き等について
複数の課をまわる場合がある。 

総合窓口の設置により、一つの窓口で 
手続きが済むようになる。 

Ａ 課 総

合

窓

口 

Ｂ 課 

Ｃ 課 

手続 
完了 

○総合窓口イメージ 

○見える化イメージ 

事 業 概 要 
・来庁者が、複数窓口に赴くことなく、可能な限り１つの窓口で手続きを完結できる「区役所総合窓口」 

 の設置に向けた取組を、堺区を「モデル区」として実施する。 

 さらに、混雑状況や手続きの進捗状況を携帯・スマホ等で確認できる「手続きの見える化」を検討する。 

・平成２９年度は、転入・転出に係る手続きの確認や来庁者の動線調査などを行う。 

Ａ 

課 

Ｂ 

課 

Ｃ 

課 
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堺市報道提供資料 

平成２９年２月２０日提供 

問い合わせ先 

担当課 市民人権局 市民生活部 市民協働課 

直 通 ０７２－２２８－７４０５ 

内 線 ３９３０ 

ＦＡＸ ０７２－２２８－０３７１ 

 

「さかいＮＰＯ協働大賞の創設」について 

 

堺市では、「堺市市民活動活性化（促進）に関する基本方針」の改正を契機に、市民活動

団体と協働のパートナーである企業・地域金融機関・大学等の様々な主体との連携・協働を

推進するため下記の取り組みを実施します。 

 

記 

 

  １．事業名 

ＮＰＯ法人コミュニティビジネス推進事業 

       

  ２．事業概要 

    ・さかいＮＰＯ協働大賞の創設 

市民活動団体と企業・地域金融機関・大学などの多様な主体の協働による地域課

題の解決を目的としたビジネスプランを募集し、優秀な協働事業を表彰することで、

連携・協働の促進とコミュニティビジネスの育成並びに発展しやすい環境を作り出

すことを目的に実施します。 

 

３．平成２９年度当初予算額             １，８１４千円 

                      新規            （１，８１４千円） 
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 ◆この大賞の実施によって、モデルケースが発信されることにより、協働に関する理解が促進されることはもちろんのこと、受賞事

業の波及や受賞団体へのビジネス支援を通じて市民活動の活性化が期待できる。 

●さかいＮＰＯ協働大賞の創設●         

平成２８年３月に改正した「堺市市民活動活性化（促進）に関する基本方針」で定めた「参加・自立・連携で創造する”おせっかい”

が連鎖するまち」を実現するため、本市の地域課題解決を目的とした市民活動団体と多様な主体の協働によるビジネスプランを募集し、

優秀な協働事業を表彰することで、連携・協働の促進とコミュニティビジネスの育成並びに発展しやすい環境をつくりだすことを目的

とする。 

目 的 

内 容 

期待される効果 

■特典（予定） 
①市がビジネスプランを広く情報発信 

◆堺市全域へ発行される新聞等へ受賞事業の紹介記事を掲載。 

   ◆表彰式後の受賞団体と市長との対談の様子や事業概要などを掲載したチラシを作成し、市内関連施設をはじめ、各協力 

機関へ配布し、取り組みを広くＰＲ。 

 

②専門家による個別コンサルティングを優先受講 

市が実施するマーケティング力の強化を目的とした個別コンサルティングを受講し、ファンドレイジング（資金調達）や広報

力の強化などのマーケティングの実務やノウハウを身に付ける機会を提供。 

 

③その他 

上記個別コンサルティングの期間中、個人ブースや打ち合わせテーブルなどを備えた（株）さかい新事業創造センターのシェ

アードオフィスを無料で利用できるとともに、説明会やイベント会場等に活用できるホールについても数回程度無料で利用可。 

■応募・受賞の効果 
①団体の士気や満足度が向上します 

  ②異なる団体との協働により、新たな「気付き」が生まれます 

③栄誉をうけ、信用力を向上させるチャンスです 

④新たなビジネスチャンスが生まれます 

 10月～12月 

ビジネスプラン募集 

1月 
 

プレゼンテーション及び審査 

3月 

表彰式 

１，８１４千円 

予算要求額 

■応募できる事業の要件 

本市の地域的課題の解決を目的とした事業で、市民活動団体と企業、地域金融機関、大学、行政等多様な主体がそれぞれの強

みを活かしながら連携・協働し取り組む事業。 
 

■賞の構成 

ＮＰＯ協働大賞＜堺市長賞＞（１事業）、 特別賞＜おせっかい賞＞（1 事業） 

 
 

■選考 

さかいＮＰＯ協働大賞選考委員会による選考 
 

■協力予定団体 

株式会社さかい新事業創造センター、株式会社日本政策金融公庫、株式会社池田泉州銀行、公立学校法人大阪府立大学、特定

非営利活動法人大阪ＮＰＯセンター他 
 

スケジュール 
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堺市報道提供資料 

平成２９年２月２０日提供 

問い合わせ先 

担当課 市民人権局 市民生活部 市民協働課 

直  通 072-228-7405 

内  線 3930 

F A X  072-228-0371 

担当課 堺区役所 自治推進課 

直 通 072-228-7082 

内 線 2780 

F A X  072-228-7844 

担当課 中区役所 自治推進課 

直 通 072-270-8154 

内 線 92-3100 

F A X  072-270-8101 

担当課 東区役所 自治推進課 

直 通 072-287-8122 

内 線 93-3100 

F A X  072-287-8113 

担当課 西区役所 自治推進課 

直 通 072-275-1902 

内 線  94-3100 

F A X  072-275-1915 

担当課 南区役所 自治推進課 

直 通  072-290-1803 

内 線  95-3100 

F A X   072-290-1814 

担当課 北区役所 自治推進課 

直 通  072-258-6779 

内 線  96-3101 

F A X   072-258-6817 

担当課 美原区役所 自治推進課 

直 通  072-363-9312 

内 線  98-3100 

F A X   072-361-1817 

 

 

「防犯灯電気料金支援事業」について 

～防犯灯電気料金を全額支援～ 

 

堺市では、まちを明るくし、良好な地域環境を整備することにより、市民が安全で安心

して暮らせるまちづくりを推進しています。 

防犯灯は広く地域の防犯対策に多大な効果があるにもかかわらず、その電気料金の一部

は、防犯灯を維持管理する自治会等が負担しており、自治会加入率が微減傾向にある中、

安全で安心して暮らせるまちづくりに向けた各種取組みを推進する自治会にとって財政上

の負担となっています。 

そこで、公助の適正化を図り、共助のまちづくりを推進するため、防犯灯電気料金の全

てを市費負担とし、地域住民のための防犯対策を支援します。 
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記 

 

 １．事業名 

防犯灯電気料金支援事業 

 

 ２．事業概要 

地域の防犯対策に多大な効果がある自治会等が設置する防犯灯電気料金について、安

全・安心のまちづくりをより一層推進するため、市が全額を支援します。 

 

３．平成２９年度当初予算額 

    １５９，１３４千円（７区合計） 

（新規 １５９，１３４千円） 

≪所管別予算額≫ 

  堺区  ２１，４４４千円 

中区  ２４，５７１千円 

東区  ２０，０６３千円 

西区  ２４，６４７千円 

南区  ３１，３２１千円 

北区  ２２，５８６千円 

美原区 １４，５０２千円 
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堺市報道提供資料 

平成２９年２月２０日提供 

 

問い合わせ先 

担当課 市民人権局 市民生活部 市民協働課 

直  通 072-228-7405 

内  線 3930 

F A X  072-228-0371 

担当課 堺区役所 自治推進課 

直 通 072-228-7082 

内 線 2780 

F A X  072-228-7844 

担当課 中区役所 自治推進課 

直 通 072-270-8154 

内 線 92-3100 

F A X  072-270-8101 

担当課 東区役所 自治推進課 

直 通 072-287-8122 

内 線 93-3100 

F A X  072-287-8113 

担当課 西区役所 自治推進課 

直 通 072-275-1902 

内 線  94-3100 

F A X  072-275-1915 

担当課 南区役所 自治推進課 

直 通  072-290-1803 

内 線  95-3100 

F A X   072-290-1814 

担当課 北区役所 自治推進課 

直 通  072-258-6779 

内 線  96-3101 

F A X   072-258-6817 

担当課 美原区役所 自治推進課 

直 通  072-363-9312 

内 線  98-3100 

F A X   072-361-1817 

 

「自治会次世代担い手創生事業」について 

～行政のイコールパートナーである自治会の持続・安定へ向けて！～ 

 
堺市では、自治会を市民協働のまちづくりを推進していく上でのイコールパートナーと

して、共に連携しながら安全で安心な住みよいまちづくりに取り組んでいます。 

このような中、防災・防犯や福祉、子育て、青少年の健全育成など地域が抱える課題は

多岐にわたっており、こうした生活に密着した課題の解決には個人や行政の力のみならず、

地域での取り組み、とりわけ自治会活動がなくてはならない存在となっています。 

しかし、これらの地域課題解決の一翼を担う自治会においても、加入率が微減傾向にあ

り、将来の自治会の担い手の創出が課題となっています。 

そこで堺市では、自治会活動が将来にわたって安定的に持続されるよう、次世代の担い

手となる人材を創生する活動を支援します。 
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記 

 

 

 １．事業名 

自治会次世代担い手創生事業 

 

 

 ２．事業概要 

自治会活動が将来にわたって安定的に持続されるよう、次世代の担い手となる人材

を創生する活動に対して補助金を交付します。 

 

（取組の事例） 

    〇自治会の担い手人材創生に資する講座・講演事業 

    〇自治会の担い手人材創生に資する自治会役員等との意見交換会 

 〇その他自治会の担い手人材創生に資する事業         など 

 

３．平成２９年度当初予算額 

       ３，９６０千円（本庁、７区合計） 

（新規 ３，９６０千円） 

≪所管別予算額≫ 

本庁  ７００千円 

堺区  ５４０千円 

中区  ４６０千円 

東区  ３８０千円 

西区  ４８０千円 

南区  ５８０千円 

北区  ５００千円 

美原区 ３２０千円 
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堺市報道提供資料 

平成２９年２月２０日提供 

問い合わせ先 

担当課 堺区役所 自治推進課 

直 通 ０７２－２２８－７０８２ 

内 線 ２７８２ 

ＦＡＸ ０７２－２２８－７８４４ 

 

「堺区地域交流スポーツ教室事業」について 

 

堺区では、地域コミュニティの活性化を支援するため、子どもから大人までが親しみやす

いスポーツを通じて住民同士が交流を深める場を創出する事業を実施します。 

 

記 

 

  １．堺区地域交流スポーツ教室事業 

 

  ２．事業概要 

当該スポーツ教室事業は、子どもから大人まで根強い人気のあるスポーツ競技の指導

者を地域へ派遣するなど、スポーツを通じて将来の地域活動を支える子ども達や地域住

民同士がふれあい、交流を深めることができる場の創出を区が支援することで、地域コ

ミュニティの活性化を図るものである。 

      

   

３．平成２９年度当初予算額  ３，４００千円 

             新規 （３，４００千円） 
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堺区地域交流スポーツ教室事業 
 

現  状： 各校区では、盆踊りや文化祭、運動会等の地域行事により、地域住民がふ

れあい、交流を深める場面を創出しているが、子育て世代を中心とした年

代 層において自治会活動等地域活動への参加は全体的に見て消極的であ

る。また、子ども会の加入者も減少傾向にあり、（表―１参照）地域では、

自治会、子ども会への加入促進運動を行い、地域コミュニティの活性化に

努めている 

 

表－１ 

 

事業目的：野球やバレーボール、サッカー等、子どもから大人までが親しみやすい、団

体スポーツ競技を通じて、地域住民が交流を深める機会を創出することによ

り、地域コミュニティの活性化を支援するものである。 

 

 

事業対象：校区自治連合会や校区福祉委員会など多様な団体で構成される校区まちづく

り協議会を事業対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

効  果： 地域では、校区自治連合会等が中心となり、地域住民が交流する場面を作

り、地域コミュニティの活性化を図っているところであるが、将来の地域

活動を支える子育て世帯等の世代を中心に交流を深める場の創出を区が各

校区まちづくり協議会に対して支援することにより、校区全体が互いに助

け、支え合う地域社会の実現をより確たるものとすることができる。 

 

 

 

 

子ども会加入率 

平成 26年度 34.8％ 

平成 27年度 32.7％ 

平成 28年度 31.4％ 
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堺市報道提供資料 

平成２９年２月２０日提供 

問い合わせ先 

担当課 堺区役所 企画総務課 

直 通 072-228-7403 

内 線  2710 

ＦＡＸ  072-228-7844 

担当課 中区役所 企画総務課 

直 通 072-270-8181 

内 線  92-3002 

ＦＡＸ  072-270-8101 

担当課 東区役所 企画総務課 

直 通 072-287-8100 

内 線  93-3002 

ＦＡＸ  072-287-8113 

担当課 西区役所 企画総務課 

直 通 072-275-1901 

内 線  94-3002 

ＦＡＸ  072-275-1915 

担当課 南区役所 企画総務課 

直 通 072-290-1800 

内 線  95-3002 

ＦＡＸ  072-290-1814 

担当課 北区役所 企画総務課 

直 通 072-258-6706 

内 線  96-3002 

ＦＡＸ  072-258-6817 

担当課 美原区役所 企画総務課 

直 通 072-363-9311 

内 線  98-3002 

ＦＡＸ  072-362-7532 

担当課 市民人権局 市民生活部 市民人権総務課 

直 通 072-228-7579 

内 線 3910 

ＦＡＸ 072-228-0371 

 

「区域まちづくり事業」について 

～区民ニーズに、より柔軟に対応できる区役所へ～ 
 

堺市では、区役所がより一層主体的に区域の課題解決を図り、区域の特色をいかした

魅力あるまちづくりに取り組む「区域まちづくり事業」を実施します。 

   また、平成２９年度は、区域の環境整備等にかかる予算を充実するとともに、区長裁量

を拡大することで、より柔軟なまちづくりを推進します。 

 

記 

 

１．事業名   区域まちづくり事業 

 

２．事業概要  区役所が、区民まちづくり基金を財源に、ソフト事業からハード事業まで

の予算を一体的に管理することで、区民評議会及び区教育・健全育成会議

の答申等や区民ニーズを踏まえながら、より主体的に区域のまちづくり事

業を実施します。 

 

３．平成２９年度当初予算額 １，１４９，５００千円（７区合計） 

         拡充   （３０，５７０千円） 

 

４．各区の平成２９年度当初予算額及び具体的取組  別紙参照 
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堺区 区域まちづくり事業 

 

 

 

（１）堺区の取組方針 

堺区では、堺区まちづくりビジョンの実現に向け、区民評議会及び区教育・健全育成

会議から報告のあった「大道筋をはじめとする歴史的・文化的資源を活用したまちづく

り」「親支援・地域支援の視点による PTA 活動の支援」について事業構築し、区民や事

業所等と協力しながら重点的に実施します。 

   また、区局間の連携をこれまで以上に強化するとともに、区域の課題・ニーズに即し

た区民主体のまちづくりを積極的に支援し、都市内分権を一層推進いたします。 

 

 

（２）平成２９年度当初予算額     １３６，６１９千円 

 

 

（３）主な取組 

● 大道筋の賑わい創出事業【区民評議会関連事業】         ７，４８８千円 

大道筋の活性化を図るため、沿道住民や企業・活動団体と連携・協力して今後の大道

筋のまちづくりについて意見交換を行う「広場」を運営するとともに、広場参加者が

まちづくりに関連する様々な知識と技能の向上をはかり、主体的に大道筋の活性化に

関する事業に取り組んでもらうための支援等を行います。 

 

 

● PTA活動支援モデル事業【区教育・健全育成会議関連事業】    １，６８４千円 

より良い PTA活動をめざし、堺区内の小学校 PTAと連携・協力しながら、PTA役員の

担い手不足などの課題解決へ向けた支援を実施します。 

 

 

● 大道筋北エリア歩道整備事業等【区民評議会関連事業】      ６，０００千円 

・大道筋歩道基本設計業務                   ４，０００千円 

・自転車通行環境整備検討業務（大道筋）            ２，０００千円 

大道筋の北エリア（花田口以北）歩道は、古いアスファルト舗装と老朽化した車止

めが立ち並び、中心市街地から環濠都市北部地区へと周遊するには景観や回遊性が損

なわれた状態となっています。そこで、北エリア歩道の安全性や景観を改善させ、大

道筋全体の回遊性の向上と賑わいの創出に繋げるために、歩道の基本設計業務、自転

車通行環境整備検討業務を実施します。 

 

 

● 大浜公園花菖蒲園バリアフリー園路整備工事          １９，６０１千円 

花菖蒲園は広く区民の皆様に鑑賞いただいていますが、周遊路はバリアフリーに未

対応で回遊性も有しておらず、早急に改善が必要なため、誰もがアクセス可能なバリ

アフリー化した園路を堺区の花の見どころとしての休養施設等を備えて一体的に整備

します。 
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中区 区域まちづくり事業 

 

 

 

（１）中区の取組方針 

中区では、地域のことは地域住民が、中区のことは中区民が自ら主体的に考えてまち

づくりの方向性を検討し、それを具体化するための事業や施策に取り組みます。 

 

 

（２）平成２９年度当初予算額     １２４，７５６千円 

 

 

（３）主な取組 

● がん検診受診率向上対策【区民評議会関連事業】         ３，３９７千円 

死亡原因が１位である「がん」について、イベントミックスの手法を用いて「がん」

に対する正しい知識と理解を促し、受診率向上のための啓発イベントを実施します。

さらに、がん啓発とあわせて健康づくりの啓発も行い、体組成計（インボディ）を使

った測定会などを実施します。また、中区に事業所がある企業を対象とした講演会や

交流会の実施や、小中学校で現在実施している「いのちの教育」とともに「がん教育」

にも取り組みます。 

 

 

● 中区歴史文化発信事業【区民評議会関連事業】            ６５９千円 

中区の資源である「豊かな歴史文化」を生かし、中区まちづくりビジョン重点プラ

ンの一つである「まちの魅力の再発見と創造」を実現するために、地域と連携し、区内

の歴史文化の拠点を活用して中区からの文化発信イベントなどを開催します。 

 

 

● 地域がともにつながり子育てに参加する場づくりに関する事業 

【区教育・健全育成会議関連事業】               １，７５０千円 

「中区歴史文化逍遥・散策ガイド」を基に校区ごとに子ども向け歴史文化散策ガイ

ドを作成し、それを活用したまちあるきなどを実施するなど、子どもが地域の歴史や文

化に触れる工夫を行います。 

 

 

● 子どもの読書環境の充実に関する事業【区教育・健全育成会議関連事業】 

    １，７５０千円 

中区地域の読書ボランティアに対し、読み聞かせ講習会や読書の拠点づくりなどの

活動を支援し、子どもの読書環境の充実をめざします。 
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東区 区域まちづくり事業 

 

 

 

（１）東区の取組方針 

区民が住み慣れた地域で人とつながり、主体的に健康づくりに取り組むための支援や、 

スマートフォンや携帯電話を所持する小・中学生が急増し低年齢化するなか、子どもの

健全育成のために、地域ぐるみで、基本的生活習慣の定着に資する取組を区域まちづく

り事業として実施し、都市内分権の推進に努めます。 

 

 

（２）平成２９年度当初予算額     １７４，３３９千円 

 

 

（３）主な取組 

● 白鷺公園 園路リニューアル事業【区民評議会関連事業】    ３０，０００千円 

東区で最も大きい都市公園である、白鷺公園の園路部分を３か年計画で改修します。 

区民の主体的な健康づくりを一層推進するため、周遊距離やカロリー消費などの表示 

サインや公園の見どころを巡るコースマップなどの設置を行い、ウォーキングなど気軽 

に健康づくりに取り組める環境を整備します。 

  

 

● 東区健康拠点整備事業【区民評議会関連事業】          ５，６００千円 

区役所敷地内の噴水スペースをデッキ化し、区民が自由に利用できる健康交流広場の 

整備や区役所１階ロビーに健康チェックもできる情報コーナーを整備します。 

 

   

● ひがし子ども・スマホ安全利用プロジェクト事業【区教育・健全育成会議関連事業】   

３，４００千円 

子どもの基本的生活習慣の定着のために、科学的根拠を盛り込んだ啓発や、子どもの 

スマホ利用に関する共通した呼びかけを区域全体に広げる取組などを推進します。 
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西区 区域まちづくり事業 

 

 

 

（１）西区の取組方針 

西区では、子どもから高齢者まで誰もが明るく安心して暮らせるまちづくりに取り組

みます。また、１５歳未満の年少人口比率が７区中で最も高いという特性があることか

ら、西区の次世代を担う子どものためのまちづくりをより一層推進します。 

平成２９年度は、西区内の公園をあらゆる世代が利用しやすくなるよう整備する事業

や、運動講師の地域への派遣等を実施することにより、区民の健康増進を図ります。さ

らに、家庭や地域における教育・健全育成の充実につながる取り組みとして、元教員に

よる子育てに関する出張相談や、子どもが気軽に芸術を楽しむことができるイベント等

を実施します。 

 

 

（２）平成２９年度当初予算額     ２１３，０９８千円 

 

 

（３）主な取組 

● 公園整備事業【区民評議会関連事業】             ５２，７８２千円 

区民の健康増進につなげることを目的として、あらゆる世代が公園に集まって安全か

つ快適に利用してもらえるよう既設遊具の更新・改良や健康遊具の設置等の整備を実施

します。 

 

 

● 次世代育成支援事業【区教育・健全育成会議関連事業】      １，３０６千円 

親子が参加して子どもの生活習慣や子育てについて理解してもらう取組や、前年度に

引き続き相談窓口の出張等を実施します。 

 

 

 ● 西区こども芸術鑑賞会                     １,３９０千円 

子どもの主体性と豊かな想像力、生きる力を育てることを目的として、西区の子ども

とその保護者を対象に鑑賞会を開催し、優れた舞台芸術に触れる機会を提供します。 
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南区 区域まちづくり事業 

 

 

 

（１）南区の取組方針 

南区役所では、泉北ニュータウンまちびらき５０周年を契機として、南区の魅力発信

やふるさと意識の醸成につながるよう、区民とともに記念事業等を実施します。  

また、安全・安心・健康で活力あるまちづくりに向け、特殊詐欺被害対策や区民評議

会及び区教育・健全育成会議での審議等を踏まえた新たな取組を実施します。 

 

（２）平成２９年度当初予算額     ２５５，０５８千円 

 

（３）主な取組 

● 特殊詐欺被害防止対策事業                  １３，４１０千円 

南区内での被害が増加・多発している特殊詐欺被害への対策として、高齢者に「自動

録音機能付電話機器」を貸与するモデル事業を実施します。 

 

● 泉北ニュータウンまちびらき 50周年記念事業         １０，０００千円 

区民や各種団体と協力し、南区の資源を活用した事業を実施することで、区域の活性

化や区民協働のまちづくりを推進します。 

 

● 泉北ニュータウン街路樹更新事業               ４０，０００千円 

  老木化、大木化が進んでいる街路樹について、市民・道路利用者の安全・安心の確保

及び魅力ある道路空間を創出するため、街路樹の更新を実施します。 

 

● 南区の特性を活かした健康づくり推進及び泉北ニュータウン緑道樹木更新事業 

【区民評議会及び区教育・健全育成会議関連事業】５９，８５０千円 

南区の公園や緑道、歴史文化資源をつなぐウォーキングマップの作成や、高齢者や親

子で楽しむ運動の紹介などにより、日常生活の中での継続的な健康づくりを推進します。  

また、老木化、大木化が進んでいる緑道の樹木について、樹木の大きさに適した密度

管理を行うため、適切な伐採、植栽など樹木の更新を実施します。 

 

● 家庭を中心とした学校・地域とのつながりづくり推進事業 

【区教育・健全育成会議関連事業】           ６９２千円 

生活習慣に関する「保護者向けの７つのやくそく」の作成・啓発により、保護者と子

どもが一緒に生活習慣について学ぶ機会の提供や家族ぐるみで適切な生活習慣の獲得

を推進します。 

 

● 緑道魅力向上事業【区民評議会関連事業】                        ７，０００千円 

南区の特長ある資源の利用価値を高めるため、緑道を活用したウォーキングやランニ

ングのモデルコースを設定し、照度の確保及び路面改修等の環境整備を行います。 

250



 

 

北区 区域まちづくり事業 

 

（１）北区の取組方針 

北区では、「住みたくなるまち、ずっと永く住み続けたいまち」を基本方針に、”つなが

り”を大切にしながら、ずっと愛着を持って暮らし続けられるような魅力あふれるまちを

めざした取組を進めます。 

平成 29年度は、都市内分権の更なる推進を図り、これまで取り組んできた事業に加え、

区民評議会や区教育・健全育成会議での審議内容を反映した事業を実施し、「子育て支援

事業」や「区の魅力発信事業」を拡充します。 

また、関係部局と連携した安全安心のまちづくり事業の実施により、区民の生活環境の

向上を図ります。 

 

 

（２）平成２９年度当初予算額     １６９，４０２千円 

 

 

（３）主な取組 

●子育て支援事業                        １４，７２０千円 

  ・生活リズム等に関するアプリ開発事業【区教育・健全育成会議関連事業】 

                                 ５，５５５千円 

・北区地域子どもの居場所づくり支援事業【区教育・健全育成会議関連事業】  

３，０００千円 

・子育て情報発信事業【区民評議会関連事業】           １，２６４千円 

子どもの生活リズム等に関するアプリ開発や子どもの居場所づくりに資する地域活動

への支援を行います。また、子育て世代の必要な情報が確実に届く仕組みづくりを行うと

ともに、これまで取り組んできた未就学児とその保護者を対象とした交流の場の提供など

を継続実施します。 

 

●区の魅力発信事業                        ６，６８６千円 

・北区まちづくりカフェ事業【区民評議会関連事業】        ３，０００千円 

・北区域スポーツ振興事業【区民評議会関連事業】            ３１０千円 

まちづくりに関心のある方が集い、自由な発想で主体的にまちづくり活動を行っていた

だく場として、北区まちづくりカフェを実施するとともに、子どもから高齢者まで楽しめ

るニュースポーツなどを通じた多世代交流の促進及び健康増進を図ります。 

 

●安全安心のまちづくり事業                   １３，７１３千円 

・防犯重点対策事業                      ５，２６３千円 

・北区自主防災会事業                     ６，６００千円 

北堺警察署等と連携し、わいせつ事件やひったくりなどの街頭犯罪を予防するため、引

き続き、防犯カメラの設置を推進します。また、北区自主防災会事業を継続実施し、地域

防災力の向上を図ります。 
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美原区 区域まちづくり事業 

 

 

 

（１）美原区の取組方針 

美原区役所では、多様な地域主体や関係部局等と一層の連携を図りながら、区民に身

近な行政機関としての区役所機能を更に充実するとともに、これまで培ってきた美原区

の強みを活かし、「安全・安心がつながるまちづくり」「地域で子どもを育むまちづくり」

を軸とした特色あるまちづくりを推進します。 

 

 

（２）平成２９年度当初予算額     ７６，２２８千円 

 

 

（３）主な取組 

● 地域のつながり強化のためのスポーツ交流支援事業【区民評議会関連事業】 

２，５００千円 

子どもから高齢者まで校区内の住民がチームとなって競技する校区対抗のスポーツ

イベントを地域住民が主体となって開催し、スポーツを楽しみながら自分たちの校区へ

の帰属意識や愛着を深める取組を支援します。 

 

 

● 美原区生活習慣改善事業【区教育・健全育成会議関連事業】    ２，６８４千円 

子どもの規則正しい生活習慣定着に向けて、子どもの脳と心の発育に重要な時期と言

われている就学前の子どもとその保護者を対象に、リズム遊びを取り入れた「（仮称）

美原区版眠育（みんいく）実践プログラム」を、関係部局や地域と連携しながら、美原

区域全体で取り組みます。 

 

 

● スケアード・ストレートによる自転車安全教室開催事業        ９９８千円 

美原区では自転車利用が多く、また自転車通学が認められている中学校もあることか

ら、スケアード・ストレート教育技法によりスタントマンによる交通事故を再現し、自

転車事故の恐怖を体験することで、交通安全の意識の向上を図ります。 

 

※ スケアード・ストレート 

プロのスタントマンが事故現場を再現してみせ、交通ルールの大切さを学ばせるな

ど、恐怖を実感することで、それにつながる危険行為を未然に防ぐ教育手法。 
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堺市報道提供資料 

平成２９年２月２０日提供 

問い合わせ先 

担当課 堺区役所 企画総務課 

直 通 072-228-7403 

内 線  2710 

ＦＡＸ  072-228-7844 

担当課 中区役所 企画総務課 

直 通 072-270-8181 

内 線  92-3002 

ＦＡＸ  072-270-8101 

担当課 東区役所 企画総務課 

直 通 072-287-8100 

内 線  93-3002 

ＦＡＸ  072-287-8113 

担当課 西区役所 企画総務課 

直 通 072-275-1901 

内 線  94-3002 

ＦＡＸ  072-275-1915 

担当課 南区役所 企画総務課 

直 通 072-290-1800 

内 線  95-3002 

ＦＡＸ  072-290-1814 

担当課 北区役所 企画総務課 

直 通 072-258-6706 

内 線  96-3002 

ＦＡＸ  072-258-6817 

担当課 美原区役所 企画総務課 

直 通 072-363-9311 

内 線  98-3002 

ＦＡＸ  072-362-7532 

 

 

「区教育・健全育成会議等運営事業」について 

 

 堺市では、区役所と教育委員会事務局が連携して、学校教育を取り巻く 

環境の整備を推進し、地域全体で子どもの成長を支え、区域の教育力の向 

上及び健全育成の充実を図るため、各区における、「区域全体で子どもを 

はぐくむ」区教育・健全育成会議及び相談窓口の運営にかかる取組を推進 

します。 
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記 

 

 

  １．事業名   区教育・健全育成会議等運営事業 

 

  ２．事業概要 

    【区教育・健全育成会議】 

家庭・地域の教育力向上に関することや非行防止・いじめ等の健全育成の取組な

ど、区域の教育・健全育成に係る課題の解決及び施策事業の推進に関して、市長及

び教育委員会双方からの依頼に基づき、調査・審議を行い、提言・報告を行います。 

     

【区教育・健全育成相談窓口】 

      区域における保護者や学校等からの子どもの教育や健全育成に関する相談につい

て、関係機関や学校との連携を図りながら、問題解決を図ります。 

      また、相談を通じて区域における教育課題を把握し、区教育・健全育成会議と連

携を図り、区域における課題解決や施策推進につなげます。 

   

３．平成２９年度当初予算額     ６３，７２５千円（７区合計） 

 

≪各区予算額≫                  

堺区  １０，１５８千円 

中区   ８，０１９千円 

東区   ８，６４１千円 

    西区   ８，４４０千円 

南区   ９，６１２千円 

北区   ８，７６５千円 

    美原区 １０，０９０千円 
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区における教育・健全育成の取組み  

 

区教育・健全育成会議 

市長 教育委員会 

区民（保護者） 

区役所 

相談 

区役所内各部署 

学校園 

連携 

課題 

調査審議 

区長（教育委員会事務局理事） 

提言・報告 審議依頼 

審議事項の調整・協議 

区教育・健全育成相談窓口 
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堺市報道提供資料 

平成２９年２月２０日提供 

問い合わせ先 

担当課 堺区役所 企画総務課 

直 通 072-228-7403 

内 線  2710 

ＦＡＸ  072-228-7844 

担当課 中区役所 企画総務課 

直 通 072-270-8181 

内 線  92-3002 

ＦＡＸ  072-270-8101 

担当課 東区役所 企画総務課 

直 通 072-287-8100 

内 線  93-3002 

ＦＡＸ  072-287-8113 

担当課 西区役所 企画総務課 

直 通 072-275-1901 

内 線  94-3002 

ＦＡＸ  072-275-1915 

担当課 南区役所 企画総務課 

直 通 072-290-1800 

内 線  95-3002 

ＦＡＸ  072-290-1814 

担当課 北区役所 企画総務課 

直 通 072-258-6706 

内 線  96-3002 

ＦＡＸ  072-258-6817 

担当課 美原区役所 企画総務課 

直 通 072-363-9311 

内 線  98-3002 

ＦＡＸ  072-362-7532 

 

「区民評議会事業」について 

～さらなる参画の促進による区民主体のまちづくり～ 

 

堺市では、区民の行政への参画の仕組みとして区民評議会を設置し、区域の課題解決

に向けた行政の施策及び事業等について、市長からの諮問に応じ、また、自らが調査審

議を行う取組を推進しています。 

これまでの取組内容、区民評議会の果たすべき機能・役割を視点とした検証を踏まえ、

さらなる区民との協働・参画による魅力あるまちづくりを推進します。 
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記 

 

１．事業名 区民評議会事業  

 

  ２．事業概要、目的 

    各区の特性に応じた具体的な施策等についての調査審議や課題解決の優先順位につい

て協議を行う区民評議会を各区で運営し、一層の区役所機能強化と区民の行政への積極

的な参画による市民力の向上を図り、もって本市における都市内分権を推進していきま

す。 

 

３．平成２９年度当初予算額 １４，６６３千円（７区合計） 

≪区別予算額≫ 

堺区 １，８６３千円 

中区 ２，１３０千円 

東区 ２，４０５千円 

西区 １，５６２千円 

南区 ２，９３５千円 

北区 ２，１４０千円 

美原区１，６２８千円 
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区民評議会の概要 
 

区 民 評 議 会 

【目的】 

■ 各区の特性に応じた具体的な施策等についての調査審議や課題解決の優先順位について

協議を行う区民評議会を各区に設置し、一層の区役所機能強化と区民の行政への積極的な

参画による市民力の向上を図り、もって本市における都市内分権を一層推進する。 

【役割】 

■ 区域の課題解決に向けた行政の施策及び事業等について、市長からの諮問に応じ、また、

審議会自らが調査審議等を行う。 
 

【具体例】 

  区における施策、事業等に係る総合的な計画の策定及び改定に関する事項 

・マスタープランの各区域の協働のまちづくり方針の改定 

・区域まちづくりビジョンの策定・改定 など 

区民の生活に密接な関係のある課題を解決するための施策、事業等の方向性及び方針に 

関する事項 

・地域生活に密着した都市基盤の整備に関すること 

・子育て世代と地域のつながりづくりに関すること など 

区域内における地域振興に係る補助金の交付の対象となる事業の選定に関する事項 

・地域まちづくり支援事業の審査に関すること など 

【委員構成等】 

■ 総数 15人以内 

■ 任期 ２年 ただし、再任を妨げない 

■ 構成 区域内において公益的な活動に従事する者、学識経験者、公募委員など 

 

【
市
議
会
】 

【
区 

民
】 

【
市
長
（
区
長
）】 

【 行 政 】 

区選出議員との意見交換（定期） 

住民自治の促進・堺の都市内分権の推進 

審議・議決 

意見交換会 
（ハート＆トークセッションなどを活用） 

諮問・答申等 

提 言 

区
民
ニ
ー
ズ 

区
民
ニ
ー
ズ
の
把
握 区

民
ニ
ー
ズ
及
び
答
申
・
提
言
を 

踏
ま
え
た
企
画
立
案 

258


